
滋賀県特定調達契約競争入札参加資格審査申請について 

 

１ 申請書の作成について 

次に掲げる書類の区分に応じ編綴順序に従い、１部を提出して下さい。 

なお、この書類作成に係る審査基準日は、令和７年(2025 年)７月 15日ですのでご留意下さい。 

【建築一式工事】 

編綴 

順序 

書 類 名 様 式 備 考 

１ 特定調達契約競争入札参

加資格審査申請書 

様式第１－１号  

２ 経営規模等評価結果通知

書および総合評定値通知

書(以下「通知書」という。)

の写し 

建設業法施行規則

（昭和 24 年建設省

令第 14 号）様式第

25号の 12 

審査基準日において有効であり、かつ、最

新のものに限ります。 

３ 工事経歴書 様式第２－１号 

様式第２－２号 

通知書の「完成工事高」欄記載の審査対象

事業年度に対応すること。 

通知書の「完成工事高」欄記載の前審査対

象事業年度以前に対応すること。 

※経営事項審査の審査対象が 2 年平均の

場合は 2年分、3年平均の場合は 3年分必

要。 

４ 委任状 任意様式 建築工事業に係る特定建設業の許可を有

する支店等から入札参加するとき（受任

者・委任者とも押印すること。） 

※ 委任する権限の中に「滋賀県特定調達

契約競争入札参加資格審査申請に関する

一切の件」という文言を記載すること。 

※ 主たる営業所（本社）の代表者で申請

する場合は不要。 

５ 営業所一覧表 建設業法施行規則様

式第１号別表 

建築工事業に係る特定建設業の許可を有

する支店等から入札参加するとき 

※ 主たる営業所（本社）の代表者で申請

する場合は不要。 

６ 建設業許可証明書の写し  審査基準日において、発行後３か月以内の

ものに限る。（建設業許可を証明する書類

（証明書、通知書、建設業者・宅建業者等

企業情報検索システムから出力できる建

設業者の詳細情報のいずれか）で可） 

７ 資格審査通知用封筒 

（長形第３号） 

任意様式 簡易書留にて発送するため、あて先に必要

事項を明記し、460円分の切手を貼付する

こと。 



 

【建築設計監理業務および建築設備設計監理業務】 

編綴 

順序 

書 類 名 様 式 備 考 

１ 特定調達契約競争入札参加 

資格審査申請書 

様式第１－２号  

２ 経営状況等総括表 様式第３－１号  

様式第３－２号 

審査基準日において、直前２年の各事業

年度に対応するものとすること。直前決

算の決算日は、審査基準日において１年

２カ月以内であること。 

３ 建築設計に係る実績調書 様式第４－１号  

様式第４－２号 

審査基準日において、直前２年の各事業

年度に対応するものとすること。直前決

算の決算日は、審査基準日において１年

２カ月以内であること。 

４ 建築設計に係る技術者経歴

書 

様式第５号 審査基準日において、直前２年の各事業

年度に対応するものとすること。直前決

算の決算日は、審査基準日において１年

２カ月以内であること。 

５ 財務諸表類 （法人の場合）  

・貸借対照表 

・損益計算書  

審査基準日において、直前２年の各事業

年度に対応するものとすること。直前決

算の決算日は、審査基準日において１年

２カ月 以内であること。 

６ 登記事項証明書の写し 発行官庁の各様式  審査基準日において、発行後３か月以内

のものに限る。 

７ 登録証明書の写し 発行官庁の各様式 審査基準日において、発行後３か月以内

のものに限る。 

８ 委任状 任意様式 一級建築士事務所の登録を受けている

支店等から入札参加するとき（受任者・

委任者とも押印してください。） 

※ 委任する権限の中に「滋賀県特定調

達契約競争入札参加資格審査申請に関

する一切の件」という文言を記載するこ

と。 

※ 主たる営業所（本社）の代表者で申請

する場合は不要。 

９ 資格審査通知用封筒 

（長形第３号） 

任意様式 簡易書留にて発送するため、あて先に必

要事項を明記し、460円分の切手を貼付

すること。 

 

 

 



 

２ 資格審査の結果通知について 

令和７年(2025 年)６月 17 日(火)から令和７年(2025 年)７月 15 日(火)までに受け付けた申請書につ

いて、その資格審査の結果を令和７年８月 22日(金)までに申請者あてに郵送により書面で通知します。 

※ 様式第１－１号、様式第１－２号、様式第２－１号、様式第２－２号、様式第３－１号、様式第３－

２号、様式第４－１号、様式第４－２号、様式第５号については、滋賀県ホームページ： 

（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/344614.html）においても掲載して

います。 

※ 工事経歴書および営業所一覧表については、様式に定める必要記載事項が全て記載されていれば、任

意様式による提出も可とします。（建設業許可申請の変更届（決算変更届等）に用いた様式の写しの提出

も可とします） 

※ 実績調書および技術者経歴書については、様式に定める必要記載事項が全て記載されていれば、任意

様式による提出も可とします 


